
【対象工事】合算額が３万円以上の下記に該当する工事 
※工事着手前に申請し、書類の審査を受ける必要があります。 

① 手すりの設置・スロープの設置・浴室の改修・室間の段

差解消・引戸等への変更・トイレの洋式化・廊下等の拡

幅・椅子式階段昇降機の設置 

② 断熱改修※1 

【対象住宅】市内に本人が所有し居住する住宅（敷地内を含む） 

【助成内容】対象工事費の１０分の３を助成(上限１０万円) 
【対象世帯】対象工事の①については、原則※２として同居者全員が下記

の認定または交付を受けていないこと。 
 

●要支援・要介護の認定  
●身体障害者手帳１、２級の交付  
●療育手帳○A の 1からＡの２の交付  (その他裏面参照) 

 

※１対象工事②「断熱改修」については、「対象世帯」による制限はありません。 

※２対象外世帯である場合は、まずは、介護保険課、障害福祉課の同様の助成事業に

ついてそれぞれの課へお問い合わせください。その結果、各課の助成事業の対象

とならなかった場合には改めて住宅政策課へご相談ください。 

 

令和５年度住宅バリアフリー化等支援事業      

 

 

 

～バリアフリー化や断熱改修をご検討中の皆様へ～
  

 

 

 

 

 

 

 

自宅のバリアフリー化等に要する費用の一部を助成することによ

り、自宅内での転倒等による事故を防止し、住み慣れた住宅に安心

して長く居住することができるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

船橋市役所 住宅政策課 電話：０４７－４３６－２７１２ 
         

作成日：令和５年４月１日 

令和５年度予算額に達し次第 

終了となります。 

http://4.bp.blogspot.com/-0jG-5pRsoZY/U5hUesDZEQI/AAAAAAAAhK0/oqDrcZTWa-4/s800/kirakira1.png
http://www.city.funabashi.lg.jp/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合算額が３万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の１０分の３

を助成します。（上限１０万円）※対象工事の詳細については別紙をご覧く

ださい。 

１．手すりの設置 

２．スロープの設置 

３．浴室の改修 

４．室間の段差解消 

５．引戸等への変更 

６．トイレの洋式化 

７．廊下等の拡幅 

８．椅子式階段昇降機の設置 

９．断熱改修 

 

 助成内容 

【申請に関する要件】 
□ 申請者が市内に１年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること 

□ 

対象工事①については、申請者及びその同居する世帯の全員が下記の認定または交

付を受けていないこと 

●介護保険の要支援・要介護の認定 

●身体障害者手帳１、２級の交付 

●療育手帳○A の１からＡの２の交付 

※対象工事②（断熱改修）については、この要件による制限はありません 

□ 
申請者が過去に同一の住宅で、本助成のほか、市の他の住宅改修費による補助金等

の交付を受けていないこと 

□ 申請者及びその同居する世帯の全員が生活保護法に規定する被保護者でないこと 

□ 
申請者及びその同居する世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと 

□ 申請者自らが所有し、当該住宅に居住していること 

【住宅・施工者に関する要件】 

□ 

市内に既存する住宅であること※ 

※併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします 

共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とします 

□ 登記されている住宅であること 

□ 建築基準法に適合する住宅であること 

□ 市内に支店等を有する又は対象となる住宅の建設を行った施工者であること 

 

引戸へ変更 

スロープの設置 

例） 

 対象要件 

http://2.bp.blogspot.com/-Uz_dutX3HGY/VRUQGndkb_I/AAAAAAAAsg4/CzND_bm3_Cc/s800/kaigo_barrier_free.png
http://4.bp.blogspot.com/-mgAdg5vtZOQ/Vu0j4q56YGI/AAAAAAAA49s/kubBtATxKD8XkjbLviF8jT_k_22uTOTKw/s800/door_hikido.png


 

 

【１】申請書の提出 

工事着手前に、下記の書類を住宅政策課に提出してください。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

※マンションの開口部（窓・玄関）の改修については、多くの場合管理規約上共用部とされてい

ますので、マンション管理規約等の書類の提出を求める場合がございます。 

 
 

 
 

 
 

 

市から交付決定の通知を受けた後、工事に着手し、令和６年３月３１日までに完了さ
せ、支払を完了してください。また、工事の変更や中止する場合には速やかに市へ連絡し
てください。 

 

 

下記の書類を、工事等完了後２０日以内かつ令和６年３月３１日までに住宅政策課に提

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】実績報告（郵送可） 

報告書類を確認した上で、助成金額確定通知書を送付します。 

送付後、１か月程度で指定の口座に助成金をお振込みします。 

□ 船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成申請書（第１号様式） 

□ 市税等助成要件確認同意書（第２号様式） 

□ 固定資産税納税通知書（課税明細書含む）の写し又は建物全部事項証明書の写し 

□ 
「検査済証」「確認済証」「確認通知書」のいずれかの写し 

（建築基準法（昭和２５年法律第 201 号）に適合することを証する書類） 

□ 工事予定箇所を記載した対象住宅の間取り図 

□ 
工事予定箇所のカラー写真（段差解消工事の写真の撮り方については注意点がございますので、

裏面をご覧ください。） 

□ 見積書等（工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等がわかるもの） 

□ 施工者が市内に支店等を有すること、又は対象となる住宅の建設を行ったことが分かる書類  

□ 委任状（代理人が内容に関する確認対応を行う場合） 

 

□ 船橋市住宅バリアフリー化等実績報告書（第７号様式） 

□ 領収書の写し（宛て名が申請者のもの） 

□ 工事完了箇所のカラー写真 

□ 
(申請時から金額が変更となった場合)支払い額の内訳を示す書類（請求書等）

の写し 

 

 交付の流れ 

〈令和６年１月１０日まで〉 

〈工事等完了後２０日以内かつ令和６年３月３１日まで〉 

【２】工事着手・完了・支払 

書類の審査をした上で、交付決定通知書を送付します。 

※審査は１か月程度（断熱改修のみの場合は２週間程度）かかります。 

送付先）〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 住宅政策課

宛 

 

http://3.bp.blogspot.com/-2it8gdeKZIQ/VRE4s1NP_jI/AAAAAAAAsWc/iFaS5Pt0ZnM/s800/building_shiyakusyo.png
http://3.bp.blogspot.com/-2it8gdeKZIQ/VRE4s1NP_jI/AAAAAAAAsWc/iFaS5Pt0ZnM/s800/building_shiyakusyo.png


～Ｑ＆Ａ～   

 

Ｑ ： 申請はいつまでにすればいいですか？ 

Ａ：令和６年１月１０日までに申請書類を揃えて提出してください。 

Ｑ ： 工事期限はありますか？ 

Ａ：工事等完了後２０日以内かつ令和６年３月３１日までに工事及び支払いを終え、実績報告書を

提出してください。 

Ｑ ： 工事が終わっている場合や工事中の場合は助成の対象になりますか？ 

Ａ：工事が完了している場合や工事中の場合は対象になりません。必ず工事着手前に申請を行って

ください。 

Ｑ ： 断熱効果のある塗料にて行う外壁等の塗装は助成の対象になりますか？ 

Ａ：断熱改修は断熱材を施工することを要件としておりますので、断熱塗装のみでは対象になりま

せん。 

Ｑ ： 要支援・要介護の認定や障害者手帳の交付等を受けている場合は対象になりますか？ 

Ａ：介護保険課、高齢者福祉課、障害福祉課にて住宅改修の助成を行っています。詳しくは各課へ

お問い合わせください。 

Ｑ ： 介護保険法に基づく住宅改修や市の他の住宅改修事業等と併用できますか？ 

Ａ：できません。ただし、断熱改修工事については申請が可能となる場合があります。 

詳しくはお問い合わせください。 

Ｑ ： ２世帯住宅に住んでいます。親世帯が介護認定を受けている場合でも申請できますか？ 

Ａ：２世帯住宅は一つの住戸とみなしますので、対象工事①については原則申請できません。 

Ｑ ： 対象工事の細かい規定はありますか？ 

Ａ：別紙「対象工事一覧」をご覧ください。詳細についてはお問い合わせください。 

Ｑ ：手元に検査済証、確認済証、確認通知書の写しがない場合、他に代用できる書類はありますか？ 

Ａ：市建築指導課にて、過去に検査済証等が発行されているかの確認が出来ます。過去に発行され

ていることが確認できた場合には、市役所本庁舎６階建築指導課にて４００円で発行すること

が出来る「台帳記載事項証明書（建築物）」をもって検査済証等の写しの代用書類とすること

が出来ます。 

Ｑ ： 交付申請を行った後で、工事の内容に変更が生じました。変更はできますか？ 

Ａ：工事内容に変更が生じた場合は「船橋市住宅バリアフリー化等支援事業内容変更申請書（第４

号様式）」に変更内容がわかる書類を添えて申請してください。なお、工事を中止する場合に

は「船橋市住宅バリアフリー化等工事中止報告書（第６号様式）」を提出してください。 

Ｑ ： 工事終了後、工事箇所の確認のため家に上がることはありますか？ 

Ａ：基本的には報告書類等で確認を行いますが、場合によっては現地を確認させて頂くことがあり

ます。 

〇段差の写真の撮り方について 

段差箇所に定規等を床と垂直において頂き、高さが分かるように水平に撮ってください。 

定規等が無い場合には、下の切り取り線で切った紙をティッシュボックス等に貼って床と平行に

なるよう段差箇所に置いて頂ければ、高さが分かる写真を撮ることが出来ます。 

２cm ライン 

5mm ライン 

切り取り線 

底に合わせて角に貼って頂き、ティッシュボ

ックスと段差が水平になるように置く。 

 

段 差 

段差の測り方） 

 

段差と垂直になるよう定規等を置いて、

水平に写真を撮ってください。 

 

段 差 


